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平成２１年５月２０日 

各位 

上場会社名 扶 桑 薬 品 工 業 株 式 会 社

代 表 者 名 取 締 役 社 長    戸 田 幹 雄

 （コード番号 4538 東証一部）

本社所在地 大阪市中央区道修町一丁目7番10号

問い合せ先 取締役総務本部長 為 房 正 信

 T E L  0 6 - 6 9 6 9 - 1 1 3 1

 

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

 

当社は、昨今の敵対的買収及びこれに対する対応策の議論の状況等を勘案して検討した

結果、平成２１年５月２０日開催の当社取締役会において、当社の企業価値・株主共同の

利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第１１８条第３号柱書に規定されるもの

をいい、以下「基本方針」といいます。）を改定するとともに、この基本方針に照らして、

不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み（会社法施行規則第１１８条第３号ロ（２））の一つとして、本年６月２６日開催予

定の第８６回定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）における株主の皆様のご承

認を条件に、下記のとおり、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下

「本プラン」といいます。）を導入する旨を決議いたしましたので、以下のとおり、お知ら

せいたします。 

なお、上記取締役会には、全取締役が出席し、本プラン導入につき全員一致で承認可決

がなされております。また、当該取締役会には、社外監査役３名を含む当社監査役４名全

員が出席し、本プランが適正に運用されることを条件に賛同する旨の意見を述べておりま

す。 

 また、平成２１年３月３１日現在における当社の大株主の状況は、別紙４「大株主の状況」

のとおりであり、現時点において、当社が特定の第三者から大量取得行為をおこなう旨の

通告や提案を受けている事実はありません。 
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Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

  当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を

理解し、当社が企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくこ

とを可能とする者であることが必要であると考えております。上場会社である当社の株

式については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会

としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主

全体の意思により決定されるべきであり、当社の支配権の移転を伴う買収提案があった

場合、当社株式を売却するかどうかの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆

様の判断に委ねられるべきものであると考えます。また、当社は、当社株式について大

量買付がなされる場合、これが当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、

これを否定するものではありません。 

  しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業と真摯な交渉の機

会等を持たず一方的に、会社の支配権の移転を伴う買収提案等を強行する動きが顕在化

しております。そして、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主

共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するお

それがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し

あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しな

いもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者と

の協議・交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さない

ものも少なくありません。当社の経営にあたっては、当社の企業理念、企業価値の源泉

等への十分な理解が不可欠であり、これらに対する十分な理解がなければ、当社の企業

価値・株主共同の利益を確保、向上させることはできません。 

とくに、当社の企業価値の源泉は、①生命維持の基本となる輸液や透析剤等の血液体

液用薬を、あらゆる障害や災害下にあっても安定的な供給を可能とする生産・供給体制、

②人工腎臓用透析液を主力とする血液体液用薬事業を通じて構築した、日本全国の病院

との広範かつ強固なネットワーク、③人工腎臓用透析液を主力とする血液体液用薬市場

における“ぶどうのマーク”や“キンダリー”の高いブランド力、④社会において「な

くてはならない存在」として患者の方々の生命維持と社会生活を最優先に、真摯に経営

を継続してきたことによって構築された患者・卸・病院・株主・地域社会等のステーク

ホルダーとの信頼関係、⑤当社の経営理念に誇りを持ち、患者の方々の生命維持と社会

生活を最優先に、一丸となって当社の成長・発展・進化を目指す従業員の存在にあると

考えておりますが、当社株式の大量買付をおこなう者が、かかる当社の企業価値の源泉

を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・

株主共同の利益は毀損されることになります。 

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付

を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、この

ような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社

の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
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Ⅱ.当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み 

1. 当社の企業価値の源泉について 

(1) 当社の企業理念について 

当社は、人の健康と生命に密接に関与する医薬品を製造する会社として、

社会において「なくてはならない存在」となることを経営ビジョンに掲げ、

これを実行するため、以下の３つの経営理念を掲げております。 

 

(a)  当社はその事業と規模を利用して社会に貢献し、自らも幸福と生甲斐

を得ようとする社会人が集結した運命共有集団である。 

 

(b)  会社の存立も個人の生活も、社会の恩恵なしには維持できない。とく

に人の健康と生命に密接に関与する医薬をつくる企業には、それにふさ

わしい倫理が求められ、これを踏みはずさないものだけが繁栄を持続し

得るのである。 

  

(c)  当社は、製薬企業の本分を尽すとともに、社内の平安を旨とし、挙社

一体の企業努力により社会に貢献、また全従事者の負託にこたえんとす

るものである。   

 

 

(2) 当社の企業価値の源泉について 

上記のとおり、当社は、人の健康と生命に密接に関与する医薬品を製造す

る会社として「なくてはならない存在」として存続していくために、医薬品

を製造する企業としてふさわしい倫理を守り、その事業と規模を利用して社

会に貢献して、その本分を尽くすことを企業理念とし、かかる方針のもと企

業価値を向上させてまいりました。 

かかる当社の企業価値の源泉は、①生命維持の基本となる輸液や透析剤等

の血液体液用薬を、あらゆる障害や災害下にあっても安定的に供給可能たら

しめる生産・供給体制、②人工腎臓用透析液を主力とする血液体液用薬事業

を通じて構築した、日本全国の病院との広範かつ強固なネットワーク、③人

工腎臓用透析液を主力とする血液体液用薬市場における“ふどうのマーク”

や“キンダリー”の高いブランド力、④社会において「なくてはならない存

在」として患者の方々の生命維持と社会生活を最優先に、真摯に経営を継続

してきたことによって構築された患者・卸・病院・株主・地域社会等のステ

ークホルダーとの信頼関係、⑤当社の経営理念に誇りを持ち、患者の方々の

生命維持と社会生活を最優先に、一丸となって当社の成長・発展・進化を目

指す従業員の存在にあります。 

具体的には、第一に、当社の主力製品である透析剤は、それを利用する患
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者の方々にとって生命維持の基本となるものであり、患者の方々は透析療法

において透析剤を恒常的・継続的に利用することから、その製造・販売にお

いて安定的な生産・供給体制を確保することが最重要となります。当社は、

透析剤の品質確保に加えて、どのような状況にあっても透析剤を確実に患者

の方々のお手許に届けることが当然の使命であると認識し、透析剤の量産拠

点を岡山と茨城の東西２箇所に配置し、さらに透析剤は、その液・粉末剤の

２製品を取り扱うことで、安定的な供給体制を確保しております。 

第二に、当社は、上記の透析剤を主力とする血液体液用薬事業を通じて日

本全国の病院と広範かつ強固な関係を構築し、薬品供給を行っており、これ

により継続的に患者の方々の生命維持と社会生活に寄与しつつ、企業価値の

維持及び継続的な向上を実現しております。 

第三に、生命関連産業の従事者として、当社には高い信頼性が求められま

す。当社は血液体液用薬市場における長年の実績により、日本全国の病院施

設において確固たるブランド力、すなわち当社製品に対しての品質と供給安

定性についての信頼を築いております。そして、血液体液用薬事業において

培ったブランド力は、血液体液用薬に限らず当社事業全体の信頼感の向上に

つながっており、当社の企業価値の維持・向上にとって極めて重要な要素と

なっております。 

第四に、当社は、継続的に事業を営むことで社会にとって「なくてはなら

ない存在」となることを経営ビジョンに掲げ、病院や患者の方々に限らず、

株主の皆様や地域社会の皆様との良好な信頼関係を構築してまいりました。

具体的には、当社は真摯な事業活動のみならず、災害時の救援物資提供をは

じめとした様々な社会貢献活動を継続して実施しており、当社に係わる全て

のステークホルダーの方々と良好な関係を築き、それを維持しております。

このようなステークホルダーとの良好な関係は、当社の企業価値の向上にと

って極めて重要な要素となっております。 

第五に、当社の企業価値は、創業以来の歴史の中で脈々と築き上げられて

きた企業文化・ノウハウ等を背景に形成されてきたものであり、かかる企業

文化・ノウハウ等を深く理解し共有する経営陣・従業員が、良好な信頼関係

の下、一体となって事業を継続してきたことが現在の当社の企業価値を支え

ているものといえます。従って、当社がその企業価値を将来にわたり向上さ

せていくためには、今後も企業文化・ノウハウ等を深く理解し共有する従業

員と一体となって、企業文化・ノウハウ等をさらに維持発展させていくこと

が必要となります。そのため、当社が企業価値を向上させていく上で企業文

化・ノウハウ等を共有化した従業員の存在は極めて重要です。 
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2. 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上のための取組みについて 

 

当社は、当社の強みである血液体液用薬を中心とした独創的な医薬品等の開

発・供給を通して、患者様の健康で豊かな生活の向上に貢献する事業活動を

展開しております。また、製薬企業としての社会的使命及び責任を深く自覚

し、高い倫理観のもと法令遵守を徹底するとともに、株主をはじめとするス

テークホルダーの皆さまとの信頼関係の強化に努めることによって、企業価

値の向上に重点をおいた経営を推進しております。かかる基本理念のもと、

当社は次の３項目を経営の中長期的な重点課題として、その実現に鋭意取り

組んでいます。 

 

(1) 販売に関する施策 

 当社は、全国に１０支店、１０分室の営業拠点を置き、３００名のＭＲを

配し、全国４，１００施設の透析医療機関を中心に営業活動を展開しており

ます。透析剤トップメーカーとして、透析患者の方々にとって必要不可欠で

ある透析剤の安定供給を最重点課題とし、透析剤、血液ろ過型補液、生理食

塩液及び透析関連品の血液凝固阻止剤、吸着型血液浄化器、透析器などの新

たな需要市場を開拓し拡販を推進しております。その販売シェアは透析剤で

約６割、血液ろ過用補液で約７割のほか生理食塩液、血液代用剤でも高いシ

ェアを占めておりますが、現在開発中の血液凝固阻止剤などの品揃えの強化

によってより一層の営業基盤の強化を図ってまいります。 

 また、上市以来１５年に亘りＰＯＣＴ機器（ポイントオブケア検査）市場

における確固たる地位の確立を図っておりますポータブル型血液分析器ア

イ・スタットについても、院内ネットワークシステムとの接続を目的とした

ＣＤＳシステム（セントラル・データ・ステーション）の拡販推進により更

なるシェア拡大を図ってまいります。 

 そして、後発薬品市場拡大に即応し、ＤＰＣ制度（診断分類別包括評価支

払制度）導入病院を中心に、後発品採用に向けた積極的な営業活動を展開し

てまいります。 

 さらに、中・長期計画の柱として、下記(3)にも述べる現在開発中の口腔

内貼付鎮痛剤「ＦＴＢ－８１２７」、大学発ベンチャーとバイオ技術による

共同研究開発提携しているがん治療用ワクチン薬の新生血管阻害剤「ＯＴＳ

－１０２」などの上市に向けた新たな領域の市場開拓戦略を推進していく所

存であります。 
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(2) 製造に関する施策 

 当社は、主力の血液体液用薬の量産体制として、本社の城東工場（大阪市）

を中心に、西日本の拠点として岡山工場（岡山県）、東日本の拠点として茨

城工場（茨城県）の三大拠点施設を配し、この、それぞれに自動立体倉庫の

大型保管物流施設を備えております。このほか、内用薬（錠剤）生産の大東

工場（大阪府）を擁して、これらに計７００名の生産要員を置いて、目下、

年産５００億円体制で稼動しておりますが、近年の国民医療費抑制策による

薬価引き下げに対処するため生産の効率化、製造コストの引き下げへの合理

化に徹した設備投資を推進いたしております。 

 また、投与機関のニーズに即した、より安全性の高い容器を用いた血液ろ

過型補液サブラッドＢＳＧを平成２１年４月より茨城工場において製造を

開始しております。 

 さらに、信頼性保証本部との連係のもと品質管理を徹底し製品ブランドの

信頼性の向上へ総力を傾注いたしております。 

 その他、研究開発センターとの連携をも含めて、新薬の開発・量産化に備

えた体制整備にも鋭意投資を進めております。 

 これらを合せた今後５年間の設備計画額は１００億円規模となり、その投

資効果と併せて、平成２５年度の売上目標の下支えになるものとみています。 

 

(3) 研究開発に関する施策 

 当社の研究開発部門は、研究開発センター（大阪市）に集約されており、

管理、企画等の統括各室（１０名）、生物科学（６５名）、理化学・製剤（１

４名）、臨床開発（１４名）、開発調査（１５名）、学術（８名）、品質管理（２

７名）、の７部門の総計１５５名の陣容で、既存２５０品目の上市製品の日

常的な品質管理とともに、自社開発の新規薬効製品の開発・承認申請・上市

への研究開発と導入製品の新薬開発業務に取り組んでおります。 

当面は、ヘパリンナトリウム製剤の品揃えの充実など新規薬効製品の開発

や後発薬市場参入の承認申請、上市業務に当るとともに、主力の血液体液用

薬の量産品目を中心とした日常的な品質管理業務に当り、また、新薬の開発

上市に備えた市場開拓へ生産、営業、信頼性保証の各本部との連携、技術指

導など広範な業務を行い、新薬の開発期間の短縮はじめ開発コストの低減が

製造コストの軽減に直結することを念頭に所属員一丸で業務の効率化に取

り組んでおります。また、主柱の透析剤、透析関連製剤の患者ニーズに即し

た新製品開発を進め、成熟市場を活性化する新たな薬剤需要を掘り起こす市

場深耕を図るととも、遺伝子バイオ技術の応用による新薬開発で新領域市場

の開拓へ鋭意、投資を推進しております。 

なお、新薬の開発におきましては、東洋紡績株式会社との協同開発のヘル
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ペス症（帯状疱疹）後の神経痛適用の慢性疼痛緩和薬である口腔内貼付鎮痛

剤ＦＴＢ－８１２７の開発が最終段階に入り、平成２１年中の承認申請に向

けての対応を行っております。本剤製品の売上予測は上市４年目で約３０億

円を見込み、続いて開発する薬効拡大のフェーズⅢに成功して新たな効能が

得られれば、発売後７～８年目の売上規模を１００億円と見込んでおり、当

社にとっての大型新薬になるものと期待しております。 

さらに、オンコセラピー・サイエンス株式会社と共同開発中のがん治療用

ワクチン薬である新生血管阻害剤ＯＴＳ－１０２も、フェーズⅡ／Ⅲ段階に

来ており、この開発に成功すれば、ＦＴＢ－８１２７を上回る売上規模が見

込まれ、この二大新薬の開発は研究開発センターの中・長期計画達成の主柱

となるものと大きく期待しております。 
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3. コーポレートガバナンスの強化 

 

 当社は、取締役の業務執行を十分に監視するため、監査役４名のうち３名を社

外監査役としております。また、それだけでなく、当社は内部監査室及びコンプ

ライアンス委員会、内部統制室を設置し、これらによる監視・統制も行っており

ます。また、コンプライアンス会議、専門家を招いてのセミナーなどの施策も実

施しております 

 今後とも、当社は、企業価値・株主共同の利益の確保・向上のために、当社の

企業理念に基づき法律やルールに真摯に従って、患者様、株主様、地域社会の皆

様をはじめ社会から信頼されることを最重要事項と位置づけ、コーポレート・ガ

バナンスの強化に取組んでまいります。 
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Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることを防止するための取組み 

 

1. 本プランの目的 

 本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目

的として、上記Ⅰ．に記載した基本方針に沿って、本定時株主総会において株主

の皆様にご承認いただけることを条件に導入されるものです。当社取締役会は、

基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付

を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切である

と考えております。そして、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の

方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反す

る大量買付を抑止するためには、当社株式に対する大量買付が行われる際に、当

社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大

量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、

株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とする枠組みが必要不可欠である

と判断しました。なお、平成２１年３月３１日現在における当社の大株主の状況

は、別紙４「大株主の状況」のとおりであります。また、本日現在、当社に対し、

当社株式の大量取得行為に関する提案はなされておりません。 

2. 本プランの内容 

(1) 本プランの概要 

(a) 手続きの設定 

 本プランは、当社株券等の２０％以上を買収しようとする者が現れ

た際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記 1.「本プランの目

的」記載の目的を実現するために必要な手続を定めています（詳細に

ついては下記(2)「本プランの発動に係る手続」をご参照下さい。）。 

 なお、買収者は、本プランに係る手続が開始された場合には、当社

取締役会において本プランの発動をしない旨の決議がなされるまでの

間、当社株券等の買収を実行してはならないものとしています。 

(b) 新株予約権の無償割当てによる本プランの発動 

 買収者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券

等の買収を行う場合、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白

な侵害をもたらすおそれがある場合等（その要件の詳細については下

記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」をご参照下さい。）には、

当社は、買収者等による権利行使は（一定の例外事由が存する場合を

除き）認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当

社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された

新株予約権（その主な内容は下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概
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要」において述べるものとし、以下これを「本新株予約権」といいま

す。）を、その時点の当社を除く全ての株主に対して無償割当ての方法

により割り当てます。 

 本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又

は当社による取得に伴って買収者等以外の株主の皆様に当社株式が交

付された場合には、買収者等の有していた当社の議決権割合は、当該

無償割当て以前に比して最大約５０％希釈化される可能性があります。 

(c) 本プランの合理性を高める仕組みの設定 

 本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施若しくは不実施

又は本新株予約権の取得等の判断については、取締役の恣意的判断を

排するため、独立性の高い社外監査役等から構成される独立委員会（そ

の詳細については下記(6)「独立委員会の設置」をご参照下さい。）の

客観的な判断を経ることとしています。 

(2) 本プランの発動に係る手続（概要は別紙１「本プランに係る手続の流れ」参

照） 

(a) 対象となる買付等 

 本プランは、以下の①又は②に該当する行為若しくはこれに類似す

る行為又はこれらの提案1（当社取締役会が本プランを適用しない旨別

途認めたものを除くものとし、以下「買付等」といいます。）がなされ

る場合を適用対象とします。買付等を行おうとする者（以下「買付者

等」といいます。）には、予め本プランに定められる手続に従っていた

だくこととします。 

 

① 当社が発行者である株券等2について、保有者3の株券等保有割合4が２

０％以上となる買付けその他の取得 

② 当社が発行者である株券等5について、公開買付け6を行う者の当該公

開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合7及びその特別関係者8の

当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合の合計が２０％以

上となる公開買付け 

                                                  
1 「提案」には、第三者に対する勧誘行為も含むものとします。 
2
 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。 
3
 金融商品取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認め

た者を含みます。）。本書において同じとします。 
4 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。本書において同じとします。 
5 金融商品取引法第 27 条の 2第 1項に定義されます。 
6 金融商品取引法第 27 条の 2第 6項に定義されます。本書において同じとします。 
7 金融商品取引法第 27 条の 2第 8項に定義されます。本書において同じとします。 
8 金融商品取引法第 27 条の 2第 7項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。但し、
同項第 1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 3条第 2項で
定める者を除きます。本書において同じとします。 



 11

 

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 

 買付等を行う買付者等は、当該買付等に先立ち、下記の各号に定め

る情報（以下「本必要情報」といいます。）及び当該買付者等が買付等

に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した

書面（以下「買付説明書」と総称します。）を当社の定める書式により

日本語にて当社（取締役会及び独立委員会）に対して提出して頂きま

す。 

 独立委員会が、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十

分であると判断した場合には、独立委員会は、買付者等に対し、適宜、

回答期限を定めた上、追加的に情報を提供するよう求めることがあり

ます。この場合、買付者等においては、当該期限までに、かかる情報

を当社（取締役会及び独立委員会）に追加的に提供して頂きます。 

 

        記 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者9、特別関係者、買付者等を被

支配法人等10とする者の特別関係者及び（ファンドの場合は）各組合

員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務

内容、経歴又は沿革、事業内容、過去の法令違反等の有無及びその具

体的内容、当該買付者等による買付等と同種の過去の取引の詳細とそ

の結果等を含みます。） 
② 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の

時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行

の可能性等を含みます。） 
③ 買付等の価格の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、

算定に用いた数値情報及び買付等に係る一連の取引により生じること

が予想されるシナジーの内容（そのうち少数株主に対して分配される

シナジーの内容を含みます。）及びその算定根拠等を含みます。） 
④ 買付等の資金の裏付け（買付等の資金の提供者（実質的提供者を含み

ます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 
⑤ 買付等の後における当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及

び配当政策 
⑥ 当社の株券等の過去の取得状況の詳細、及び当社の株券等についての

第三者との間の合意についての詳細（相手方、時期、内容を含みます。） 
⑦ 当社の株主（買付者等を除く。）、当社グループの従業員、労働組合、

                                                  
9 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定される共同保有者をいい、同条第 6項に基づき共同保有者とみなされる者
を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。本書において同じとします。 
10 金融商品取引法施行令第 9条第 5項に定義されます。 
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取引先、患者その他当社グループに係る利害関係者に対する対応方針 
⑧ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 
なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことな

く買付等を開始したものと認める場合には、引き続き買付説明書（追加の情

報を含みます。）の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の

事情がある場合を除き、原則として、下記(d)①記載のとおり、当社取締役
会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。 
 

(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 
① 当社取締役会に対する情報提供の要求 
 独立委員会は、買付者等からの買付説明書及び追加的に提供を求め

た情報（もしあれば）を受領した場合、当社取締役会に対しても、適

宜、回答期限（原則として６０日を上限とします。）を定めた上、買付

者等の買付等の内容に対する意見（留保する旨の意見を含むものとし

ます。以下同じとします。）及びその根拠資料、代替案（もしあれば）

その他独立委員会が適宜必要と認める情報を提供するよう要求するこ

とができます。 
② 独立委員会による検討等 
 独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記①記載の

とおり情報の提供を要求した場合には）当社取締役会からの情報を受

領してから原則として最長６０日が経過するまでの間（但し、下記(d)
項③に記載する場合には独立委員会は当該期間を延長することができ

るものとします。以下当該期間を「独立委員会検討期間」といいます。）、

買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の経営計画・事業計画

等に関する情報収集・比較検討、及び当社取締役会の提示する代替案

の検討等を行います。また、独立委員会は、当社の企業価値・株主共

同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善させる

ために必要であれば、直接又は間接に、当該買付者等と協議・交渉等

を行うものとします。 
 独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう

になされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独

立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護

士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることが

できるものとします。買付者等は、独立委員会が、直接又は間接に、

検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やか

にこれに応じなければならないものとします。 
(d) 独立委員会の勧告 
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 独立委員会は、上記の手続を踏まえて以下のとおり当社取締役会に

対する勧告等を行うものとします。 
① 本プランの発動を勧告する場合 

 独立委員会は、買付者等による買付等が下記(3)「本新株予約権の
無償割当ての要件」に定める要件に該当すると判断した場合には、

引き続き買付説明書（追加の情報を含みます。）の提出を求めて買付

者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、原則

として、独立委員会検討期間の開始又は終了の有無を問わず、当社

取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧

告を行います。 
 但し、独立委員会は、一旦、本新株予約権の無償割当ての実施の

勧告をした後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合

には、本新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日ま

でにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、又は本新株予約

権の無償割当ての効力発生日以降、行使期間開始日（下記(4)「本新
株予約権の無償割当ての概要」(f)に定義されます。）の前日までにお
いては全ての本新株予約権を無償にて取得すべき旨の新たな勧告を

行うことができるものとします。 
(i)  当該勧告後に買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等
が存しなくなった場合 

(ii)  当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じる等
の理由により、買付者等による買付等が下記(3)「本新株予約権
の無償割当ての要件」に定める要件に該当しなくなった場合 

② 本プランの不発動を勧告する場合 
 独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協

議・交渉等の結果、買付者等による買付等が下記(3)「本新株予約権
の無償割当ての要件」に定める要件に該当しない場合には、独立委

員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新

株予約権の無償割当てを実施すべきでない旨の勧告を行います。 
 但し、独立委員会は、一旦、本新株予約権の無償割当ての不実施

の勧告をした後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変

動が生じ、下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要
件に該当すると判断した場合には、本新株予約権の無償割当てを実

施すべき旨の新たな勧告を行うことができるものとします。 
③ 独立委員会検討期間の延長を行う場合 

 独立委員会が、当初の独立委員会検討期間（延長された場合には

延長後の期間を含む。以下同じ。）の満了時までに、本新株予約権の

無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない合理的理由が
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存すると判断する場合には、独立委員会は、買付者等の買付等の内

容の検討・代替案の検討・買付者等との交渉等に必要とされる合理

的な範囲内（原則として３０日を超えないものとします。）で、独立

委員会検討期間を延長する旨の決議を行います。 
 上記決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員

会は、引き続き、情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に

本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うよう最大

限努めるものとします。 
 

(e) 取締役会の決議 
 当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予

約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関として

の決議を行うものとします。 
  

(f) 情報開示 
 当社は、本プランの運用に際しては、適用ある法令又は金融商品取

引所の規則等に従い、本プランの各手続の進捗状況（買付説明書が提

出された事実、独立委員会検討期間が開始・終了した事実を含みます。）、

独立委員会による勧告等の概要、独立委員会検討期間を延長する場合

の期間及び延長理由、当社取締役会の決議の概要その他、独立委員会

又は当社取締役会が適切と判断する事項について、適時に情報開示を

行います。 
 

(3) 本新株予約権の無償割当ての要件 
 本新株予約権の無償割当ての要件は、買付者等による買付等が下記のいず

れかに該当し、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当と認め

られる場合となります。当社は、買付者等による買付等が新株予約権の無償

割当ての要件に該当する場合に、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(e)
に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施

することを予定しておりますが、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(d)
のとおり、本新株予約権の無償割当ての要件に該当するか否かについては、

必ず独立委員会の勧告を経て決定されることになります。 
               記 

(a) 本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合（買付等の内容

を判断するために合理的に必要とされる期間や情報の提供がなされな

い場合を含む。） 
(b) 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値・株主共同の利益に対す

る明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合 
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① 株券等を買い占め、その株券等について当社関係者に対して高値で買

取りを要求する行為 
② 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等を廉価

に取得するなど当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行

うような行為 
③ 当社グループの資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や

弁済原資として流用する行為 
④ 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係して

いない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配

当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高

値で売り抜ける行為 
(c) 強圧的な二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、

二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開

買付け等の株式買付を行うことをいいます。）など株主に株式の売却を

事実上強要するおそれのある買付等である場合 
(d) 買付等の経済的条件（対価の価額・種類、対価の支払時期・支払方法

を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等で

ある場合 
(e) 買付者等による提案（買付等の経済的条件のほか、買付等の方法の適

法性、買付等の実行の可能性、買付等の後の経営方針又は事業計画、

買付等の後における当社の他の株主、当社グループの従業員、患者、

取引先その他の当社グループに係る利害関係者に対する対応方針等を

含みます。）の内容が不十分又は不適当であるため、当社の企業価値を

生み出す上で必要不可欠な当社製品の品質又は供給の安定性、ブラン

ド力、ステークホルダーとの信頼関係等に重大な支障をきたす等、当

社の企業価値・株主共同の利益に反するおそれのある買付等である場

合 
 

(4) 本新株予約権の無償割当ての概要 
 本プランに基づき実施する予定の本新株予約権の無償割当ての概要は、以

下のとおりです。 
 

(a) 本新株予約権の数 
 本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「本新株予

約権無償割当て決議」といいます。）において別途定める一定の日（以

下「割当期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（但

し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）と同数

とします。 
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(b) 割当対象株主 

 割当期日における当社の最終の株主名簿に記載又は記録された当社

以外の株主に対し、その有する当社株式１株につき本新株予約権１個

の割合で、本新株予約権を割り当てます。 
 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 
 本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。 
 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 
 本新株予約権１個の目的である当社株式の数（以下「対象株式数」

といいます。）は、原則として１株とします。 
 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予

約権の行使に際して出資される財産の当社株式１株当たりの価額（以

下「行使価額」といいます。）は、１円を下限とし当社株式１株の時価

の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割当

て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、本新株

予約権無償割当て決議に先立つ９０日間（取引が成立しない日を除き

ます。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の各日の終

値の平均値（気配表示を含みます。）に相当する金額とし、１円未満の

端数は切り上げるものとします。 
 

(f) 本新株予約権の行使期間 
 本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日（以下、

かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、１ヵ

月間から３ヵ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において

別途定める期間とします。但し、下記(i)②の規定に基づき当社が本新
株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権の行使期間は、

当該取得日の前日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際

して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その

前営業日を最終日とします。 
 

(g) 本新株予約権の行使条件 
(Ⅰ)特定大量保有者11、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大

                                                  
11 原則として、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20%以上である者（当社取
締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当
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量買付者12、(Ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)
に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく

譲り受け若しくは承継した者、又は、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当す
る者の関連者13（以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」と
総称します。）は、一定の例外事由14が存する場合を除き本新株予約権

を行使することができません。また、外国の適用法令上、本新株予約

権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として

本新株予約権を行使することができません（但し、非居住者の保有す

る本新株予約権も適用法令に従うことを条件として、下記(i)項②のと
おり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。）。さ

らに、本新株予約権の行使条件を充足していること等についての表明

保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓

約書を提出しない者も、本新株予約権を行使することができません。 
 

(h) 本新株予約権の譲渡 
 本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を

要します。 
 

(i) 当社による本新株予約権の取得 
①  当社は、行使期間開始日の前日までの間、当社が本新株予約権を取

得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締

役会が別途定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償に

て取得することができるものとします。 

                                                                                                                                                  
社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者は、特定大量保有者に該当しないものとします。

本書において同じとします。 
12 原則として、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27 条の 2第 1項に定義されます。
以下本脚注において同じとします。）の買付け等（同法第 27 条の 2第 1 項に定義されます。以下本脚注において同じと

します。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取

引法施行令第 7条第 1項に定める場合を含みます。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有

割合と合計して 20%以上となる者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、その

者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者は、

特定大量買付者に該当しないものとします。本書において同じとします。 
13 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され、若しくはその者と共同の支配下にある者（当
社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認め

た者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規

則第 3条第 3項に定義されます。）をいいます。 
14 具体的には、(x)買付者等が本新株予約権無償割当て決議後に買付等を中止若しくは撤回又は爾後買付等を実施しな
いことを誓約するとともに、買付者等その他の非適格者が当社が認める証券会社に委託をして当社株式を処分した場合

で、かつ、(y)買付者等の株券等保有割合（但し、株券等保有割合の計算に当たっては、買付者等やその共同保有者以外
の非適格者についても当該買付者等の共同保有者とみなして算定を行うものとし、また、非適格者の保有する本新株予

約権のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定するものとします。）として当社取締役会が認めた割合（以

下「非適格者株券等保有割合」といいます。）が(i)当該買付等の前における非適格者株券等保有割合又は(ii)20%のいずれ
か低い方を下回っている場合は、当該処分を行った買付者等その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当

する株式の数を目的とする本新株予約権につき、当該下回る範囲内で行使することができることなどが例外事由として

定められることが予定されています。なお、かかる非適格者による本新株予約権の行使の条件及び手続等の詳細につい

ては、別途本新株予約権無償割当て決議において定めるものとします。 
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② 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以

外の者が有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前

日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権

1 個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができ
ます。 
 また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者の

うち非適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、

上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の到来日を

もって、当該者の有する本新株予約権のうち当社取締役会が定める日

の前日までに未行使のものを全て取得し、これと引換えに、本新株予

約権 1個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することが
できるものとし、その後も同様とします。 

 
(j) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約

権の交付 
本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。 
 

(k) 新株予約権証券の発行 
本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。 
 

(l) その他 
 上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細（非適格者の有する

本新株予約権の取扱いに関する事項を含みます。）は、本新株予約権無

償割当て決議において別途定めるものとします。 
 

(5) 本プランの導入手続 
 本プランの導入については、以下のとおり、本定時株主総会において株主

の皆様のご承認をいただくことを条件とします。 
 

(a) 会社法第２７８条第３項但書の規定に基づき、当社定款第１１条に、

下記の規定を新設する旨の内容を含む定款変更議案を、本定時株主総

会に付議します。なお、定款変更の詳細については、本日付当社プレ

スリリース「定款の一部変更に関するお知らせ」についても併せてご

参照下さい。 
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(b) 変更後の当社定款第１１条の規定に基づき、本定時株主総会における

決議により、本プランを導入し、さらに本プランに記載した条件に従

い本新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を、当社取

締役会に委任していただきます。 
 

(6) 独立委員会の設置 
 当社は、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの発

動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会

を設置します。本プランの導入時点における独立委員会の委員は、当社経営

陣からの独立性の高い当社社外監査役及び社外の有識者等から構成されま

す（独立委員会の委員の選任基準、決議要件、決議事項等については、別紙

２「独立委員会規則の概要」のとおりであり、本プランの導入時点における

独立委員会の委員は別紙３「独立委員会委員略歴」のとおりです。）。 
 実際に買付等がなされる場合には、上記(2)「本プランの発動に係る手続」
に記載したとおり、こうした独立委員会が、当該買付等が当社の企業価値・

株主共同の利益を毀損するか否か等の実質的な判断を行い、当社取締役会は

その判断を最大限尊重して会社法上の決議を行うこととします。 
 

(7) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

 

第１１条 当会社は、株主総会の決議により、買収防衛策を導入することができる。 
前項に定める「買収防衛策」とは、当会社が資金調達などの事業目的を主要

な目的とせずに募集株式の発行等または新株予約権の無償割当て等を行うこ

とにより当会社に対する買収の実現を困難にする方策のうち、当会社の企業

価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものをいう。 
     当会社は、買収防衛策の一環として、新株予約権無償割当てに関する事項に

ついて、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議による委任に基づく取

締役会の決議により決定することができる。 
     当会社は、前項に基づき新株予約権無償割当てに関する事項を決定する場合

には、新株予約権の内容として、次の事項を定めることができる。 
1. 買収防衛策において定める一定の者（以下「非適格者」という。）は当該
新株予約権を行使することができないこと 

2. 当会社が当該新株予約権を取得する際に、これと引換えに交付する対価の
有無および内容について、非適格者と非適格者以外の者とで別異に取扱う

ことができること 
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 本プランの有効期間は、本定時株主総会の決議による、本プランに係る本

新株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限の委任期間と同じく、本定

時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとします。 
 但し、その有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プ

ランに係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての取締

役会への上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合、又は、②当社取締役

会若しくは株主総会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合に

は、本プランはその時点で廃止されるものとします。 
 また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関

する法令、金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は

改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を

行うのが適切である場合、又は当社株主に不利益を与えない場合など本定時

株主総会の決議による委任の趣旨に反しない場合には、独立委員会の承認を

得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。 
 当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正

又は変更の事実及び（修正・変更の場合には）修正・変更の内容その他の事

項について、情報開示を速やかに行います。 
 

(8) 法令の改正等による修正 
 本プランで引用する法令の規定は、平成２１年５月２０日現在施行されて

いる規定を前提としているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃によ

り、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた

場合には、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ない

し用語の意義等を適宜、合理的な範囲内で読み替えることができるものとし

ます。 
 

3. 株主及び投資家の皆様への影響 
(1) 本プランの導入にあたって株主及び投資家の皆様に与える影響 

 本プランの導入にあたっては本新株予約権の無償割当て自体は行われま

せんので、株主及び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありま

せん。 
 

(2) 本新株予約権の無償割当ての実施により株主及び投資家の皆様に与える影

響 
 
 当社取締役会又は当社株主総会において、本新株予約権無償割当て決議を

行った場合には、当該決議において割当期日を定め、これを公告いたします。
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この場合、割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆

様（以下「割当対象株主」といいます。）に対し、その有する当社株式１株に

つき１個の本新株予約権が無償にて割り当てられますので、その行使を前提

とする限り、株主の皆様が保有する株式全体の価値に関して希釈化は生じま

せん。但し、当社は、下記(4)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆
様に必要となる手続」(b)に記載するところに従って非適格者以外の株主の皆
様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付することがあ

ります。当社がかかる取得の手続をとった場合、非適格者以外の株主の皆様

は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込をせずに当社株式を

受領することとなり、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じませ

ん。 
なお、割当対象株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日に

おいて、当然に本新株予約権に係る新株予約権者となるため、申込の手続等

は不要です。 
 また、一旦、本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当

社は、上記 2.(2)「本プランの発動に係る手続」(d)①に記載した独立委員会の
勧告を最大限尊重し、本新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日の前々営

業日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、又は本新株予約権

の無償割当ての効力発生日以降、行使期間開始日の前日までにおいては全て

の本新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合には、当

社株式１株当たりの価値の希釈化は生じませんので、こうした希釈化が生じ

ることを前提に売買を行った投資家の皆様は、当社株式の株価の変動により

不測の損害を受ける可能性があります。 
 

(3) 本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使又は取得

に際して株主及び投資家の皆様に与える影響 
 本新株予約権の行使又は取得に関しては差別的条件が付されることが予

定されているため、当該行使又は取得に際して、非適格者の法的権利及び経

済的側面において不利益が生じることが想定されますが、この場合であって

も、非適格者以外の株主及び投資家の皆様が、その有する当社の株式に係る

法的権利及び経済的側面において格別の損失を被る事態は想定しておりま

せん。もっとも、新株予約権それ自体の譲渡は制限されているため、割当期

日以降、本新株予約権の行使又は本新株予約権の当社による取得の結果株主

の皆様に当社株式が交付される場合には、株主の皆様の振替口座に当社株式

の記録が行われるまでの期間、株主の皆様が保有する当社株式の価値のうち

本新株予約権に帰属する部分については、譲渡による投下資本の回収はその

限りで制約を受ける可能性がある点にご留意下さい。 
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(4) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 
 
(a) 本新株予約権の行使の手続 

 当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の

行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を

行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座等の必要事項並び

に株主の皆様ご自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等につ

いての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書

式によるものとします。）その他の本新株予約権の権利行使に必要な書

類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様にお

いては、本新株予約権の行使期間内に、これらの必要書類を提出した

上、本新株予約権１個当たり１円を下限とし、当社株式１株の時価の

２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割当て

決議において定める行使価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込

むことにより、１個の本新株予約権につき原則として１株の当社株式

が発行されることになります。なお、非適格者による本新株予約権の

行使に関しては、上記 2.(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」(g)
の趣旨に従って、別途当社が定めるところに従うものとします。 
 仮に、株主の皆様が、こうした本新株予約権の行使及び行使価額相

当の金銭の払込を行わなければ、他の株主の皆様による本新株予約権

の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになります。  
 但し、当社は、下記(b)に記載するところに従って非適格者以外の株
主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付

することがあります。当社がかかる取得の手続を執った場合、非適格

者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭

の払込をせずに当社株券等を受領することとなり、その保有する当社

株式の希釈化は原則として生じません。 
 なお、社債、株式等の振替に関する法律の規定により、本新株予約

権を行使する場合には、行使の結果交付される当社株式の記録を行う

ための振替口座として、特別口座以外の口座をお知らせいただく必要

がございますので、株主の皆様が本新株予約権を行使する際には、予

め証券口座等の振替口座を開設していただく必要がある点にご注意下

さい。 
 

(b) 当社による本新株予約権の取得の手続 
 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場

合、法定の手続に従い、当社取締役会が別途定める日の到来日をもっ

て、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、これと引
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換えに当社株式を交付することがあります。この場合、かかる株主の

皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該本

新株予約権の取得の対価として、１個の本新株予約権につき原則とし

て 1株の当社株式を受領することになります。但し、この場合、かか
る株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者でないこと等についての

表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によ

る誓約書をご提出いただくことがあります。また、本新株予約権の取

得の対価として交付される当社株式の記録を行うための振替口座の情

報をご提供いただくことがあります。 
 なお、本新株予約権無償割当て決議において、非適格者の有する本

新株予約権の取得、その他取得に関する事項について規定される場合

には、当社は、かかる規定に従った措置を講じることがあります。 
 

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使方法及び当社による取得の

方法の詳細につきましては、本新株予約権無償割当て決議において決定され

た後、株主の皆様に対して情報開示又は通知をいたしますので、当該内容を

ご確認下さい。 
 

IV． 上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 
1. 基本方針の実現に資する特別な取組み（上記Ⅱの取組み）について 

 上記Ⅱ「当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組みにつ

いて」に記載した企業価値・株主共同の利益の確保・向上のための取組みやコー

ポレート・ガバナンスの強化といった各施策は、当社の企業価値・株主共同の利

益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたもので

あり、まさに基本方針の実現に資するものです。 
 従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致す

るものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 
 
2. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み（上記Ⅲの取組み）について 
 

(1) 当該取組みが基本方針に沿うものであること 
 本プランは、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応

じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提

案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等

と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の

利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。 
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(2) 当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の

会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 
 当社は、以下の理由により、本プランは、当社株主の共同の利益を損なう

ものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな

いと考えております。 
 
① 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 
 本プランは、経済産業省及び法務省が平成１７年５月２７日に発表

した企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に

関する指針の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向

上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原

則）を充足しております。 
 

② 株主意思を重視するものであること 
 上記Ⅲ2.「本プランの導入手続」にて記載したとおり、本プランは、
本定時株主総会において株主の皆様にご承認いただけることを条件に

導入されるものであり、加えて、上記Ⅲ2.(7)「本プランの有効期間、
廃止及び変更」において記載したとおり、本プランには、有効期間を

約３年間とする、いわゆるサンセット条項が付されており、かつ、そ

の有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランに係

る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての取締役会

への委任決議を撤回する旨の決議が行われた場合、又は本プランを廃

止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止され

ることになります。その意味で、本プランの消長には、株主の皆様の

ご意向が反映されることとなっております。 
 

③ 独立性の高い独立委員会の判断の重視と情報開示 
 上記Ⅲ2.(6)「独立委員会の設置」にて記載したとおり、本プランの
発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外監査役と

有識者等のみから構成される独立委員会により行われることとされて

おります。 
 また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすること

とされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プラ

ンの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。 
 

④ 合理的な客観的要件の設定 
 本プランは、上記Ⅲ2.(2)「本プランの発動に係る手続」(d)及び(e)
並びに上記Ⅲ2.(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」にて記載した
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とおり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように

設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための

仕組みを確保しているものとなっております。 
 

⑤ 第三者専門家の意見の取得 
 上記Ⅲ2.(2)「本プランの発動に係る手続」(c)②にて記載したとおり、
買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三

者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサ

ルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができるも

のとされています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客

観性がより強く担保される仕組みとなっております。 
 

⑥ デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 
 上記Ⅲ2.(7)「本プランの有効期間、廃止及び変更」にて記載したと
おり、本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が、自己の指

名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役

会により、本プランを廃止することが可能です。 
 従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成

員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）で

はありません。また、当社においては取締役の期差任期制は採用され

ていないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策（取締役会の

構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止する

のに時間を要する買収防衛策）でもありません。 
以上 
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別紙１ 

本プランに係る手続の流れ 

当社の株券等について保有者の株券等保有割合が２０%以上となる買付行為等（買付等）について、 

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（本プラン）の遵守を要請 

                独立委員会による勧告 

買付者等は買付説明書を取締役会及び独立委員会へ提出

独立委員会は新株予約権無償割当

ての実施を勧告 

取締役会は新株予約権無償割当て

の不実施を決議 

取締役会は新株予約権無償割当て

の実施を決議 

独立委員会による追加情報の要求 

独立委員会は新株予約権無償割当

ての不実施を勧告 

独立委員会による検討等(原則最長 60 日間) 

 

買付等の内容の検討、買付者等と取締役会の経営計画・事業計画等に関す

る情報収集・比較検討、取締役会の提示する代替案の検討、買付者等と協

議・交渉等を行う。 

独立委員会が不十分と判断 

独立委員会による取締役会に対する情報提供の要求 
（もしあれば、回答期限は原則 60 日が上限）

独立委員会が十分と判断 

「本新株予約権の無償割当ての要

件」に定める要件に該当しない 

「本新株予約権の無償割当ての要

件」に定める要件に該当する 

※１ ※１ 

※１ 独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決議 

（本プランの手続を遵守する場合） （本プランの手続を遵守しない場合）

（注）上記フローチャートは、本プランの概要を説明するためのものであるため、本プランの詳細に

ついては必ず本文をご参照下さい。 
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別紙２ 

独立委員会規則の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

・ 独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立して

いる、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役、又は(iii)社外の有識者のいず

れかに該当する者から、当社取締役会が選任する。但し、社外の有識者は、実績

ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務若しくは当社の業務に精通する者、

弁護士、公認会計士若しくは会社法等を主たる研究対象とする研究者又はこれら

に準ずる者でなければならず、また、別途当社取締役会が指定する善管注意義務

条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければならない。 

・ 独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役

会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。また、当社社外取締役

又は当社社外監査役であった独立委員会委員が、社外取締役又は社外監査役でな

くなった場合（但し、再任された場合を除く。）には、独立委員会委員としての

任期も同時に終了するものとする。 

・ 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、

その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委

員会の勧告を最大限尊重し、新株予約権無償割当ての実施又は不実施等に関する

会社法上の機関としての決議を行う。なお、独立委員会の各委員は、こうした決

定にあたっては、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこ

れを行うことを要し、専ら自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的

としてはならない。 

① 本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施 

② 本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得 

③ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会

に諮問した事項 

・ 上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。 

① 本プランの対象となる買付等への該当性の判断 

② 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期

限の決定 

③ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 

④ 買付者等との協議・交渉 

⑤ 当社取締役会に対する代替案その他必要と認める情報・資料等の提出の要求

及びこれらの検討 

⑥ 独立委員会検討期間の延長の決定 

⑦ 本プランの修正又は変更の承認 
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⑧ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項 

⑨ 当社取締役会が別途に独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

⑩ 上記①から⑨までについての当社取締役会を通じた情報開示 

・ 独立委員会は、買付者等から当社取締役会に対して提出された買付説明書その他

の情報が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対して

追加的に本必要情報を提出するよう求める。また、独立委員会は、当社取締役会

に対しても、所定の期間内に、買付者等の買付等の内容に対する意見及びその根

拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料

等を提示するよう要求することができる。 

・ 独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買

付者等の買付等の内容を改善させるために必要があれば、直接又は当社取締役会

を通して間接に、買付者等と協議・交渉を行うものとする。 

・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その

他独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関す

る説明を求めることができる。 

・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザ

ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得

ること等ができる。 

・ 各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集す

ることができる。 

・ 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員全員が出席（テレビ会議又は

電話会議による出席を含む。以下同じとする。）し、その過半数をもってこれを

行う。但し、委員に事故あるときその他やむを得ない事由があるときは、独立委

員会委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができ

る。 

以 上 
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別紙３ 

独立委員会委員略歴 

 

本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の３名により構成される予定です。 

    

松 岡 大 藏氏 

【略 歴】 

昭和１４年１２月２８日生  

昭和３３年 ４月 大阪国税局入所 

平成 ３年 ７月 柏原税務署長就任 
平成 ９年 ９月 大阪国税局徴収部長 
平成１０年 ７月 大阪国税局 退職 
平成１６年 ６月 当社社外監査役 就任（現任） 

 

 

須 藤   実氏 

【略 歴】 

昭和２６年 ４月１３日生  

昭和５０年 ４月 日本電装㈱（デンソー）入社 

昭和５４年１０月 同社退社 
昭和５６年 ９月 監査法人中央会計事務所入所 
平成 元年 ８月 須藤公認会計士事務所開設 
平成 ４年 ６月 (有)マネジメントプラス設立 
平成１０年 １月 監査法人はるか設立、代表社員就任 
平成２０年 ６月 当社社外監査役 就任（現任） 
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青 本  悦 男氏 

【略 歴】 

昭和２８年６月２５日生  

昭和５４年 ９月 司法試験合格 

昭和５５年 ４月 司法研修生（３４期） 
昭和５７年 ４月 弁護士登録 
昭和５７年 ４月 道工隆三法律事務所入所 
平成１０年 ４月 青本悦男法律事務所開設（現任） 
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別紙４ 

大株主の状況（平成２１年３月３１日現在） 

 

当社への出資状況 

氏名又は名称 所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合（％） 

ぶどう協和会 4,955 5.24

株式会社三井住友銀行 4,290 4.54

敷島振興株式会社 4,113 4.35

株式会社三菱UFJ銀行 3,838 4.06

住友信託銀行株式会社 3,779 4.00

株式会社みずほ銀行 3,091 3.27

日本生命保険相互会社 2,998 3.17

日本トラスティ・サービス信託銀行 2,990 3.16

第一生命保険相互会社 2,007 2.12

扶桑薬品工業従業員持株会 1,867 1.98

計 33,928 35.89

 

 


